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宇都宮市市街化調整区域地区計画活用促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市の交付する市街化調整区域地区計画活用促進補助金（以下「補助金」という。）

については，宇都宮市補助金等交付規則（昭和４１年規則第２２号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

 （目的） 

第２条 この要綱は，市が定める「市街化調整区域の地区計画制度運用指針」における類

型別地区計画決定基準に定める地域拠点型（以下「拠点型」という。）及び地域活力維持

型（以下「活力維持型」という。）の運用区域において，地区計画制度を活用した住宅団

地開発における公共施設整備に要する費用の一部を補助することにより，市街化調整区

域の地域拠点や小学校を中心としたコミュニティ維持・形成を促進し，将来にわたり持

続可能な「ネットワーク型コンパクトシティ」の実現に寄与することを目的とする。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることのできる者は，拠点型及び活力維持型の地区計画制度

の運用区域（浸水ハザードエリア内にあっては想定浸水深３ｍ以上を除く。）において地

区計画制度を活用し住宅団地開発を行う事業者とし，次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

 ⑴ 地区計画制度を活用した住宅団地開発において他の補助を受けていないこと 

 ⑵ 市税を滞納していないこと 

 

（補助対象地区） 

第４条 補助の対象となる地区（以下「対象地区」という。）は，市が指定する別表１に掲

げる地区とする。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業は，別表１に掲げる地区における拠点型及び活力維持型の

地区計画制度を活用した住宅団地開発であって，地域住民が主体となって地区計画制度

の活用について検討を行っている地区（地元自治会役員等から構成される組織を設置し

ている場合に限る。）において実施する事業とする。 
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（補助対象施設） 

第６条 補助金の対象となる施設（以下「対象施設」という。）及び標準単価は，別表２の

とおりとする。 

 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は，別表２に掲げる対象施設ごとの標準単価に，対象施設の施工量（道

路及び公園にあっては面積，調整池にあっては貯留量）を乗じた額又は，対象施設に係

る工事請負額のいずれか少ない額に，別表１に掲げる対象地区ごとの補助率を乗じた金

額とし，１，０００円未満の端数があるときは，端数を切り捨てるものとする。 

 

（事前協議書の提出） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，都市計画法第１

６条第３項の規定に基づく地区計画等の申出の１か月前までに，事前協議書を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は，事前協議書の提出を受けたときは，事前協議書受理通知書により申請者に通

知するものとする。 

 

（交付申請及び実績報告） 

第９条 申請者は，工事完了の日から起算して１か月を経過した日又は工事完了の日の属

する年度の３月３１日のいずれか早い期日までに，次に掲げる書類を添えて，補助金交

付申請兼実績報告書（以下「申請兼実績報告書」という。）を市長に提出しなければなら

ない。ただし，これらの期限に提出できない特別な理由がある場合は，この限りではな

い。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 法人登記簿謄本（個人の場合は営業証明書） 

⑶ 位置図（敷地や周辺の状況を表示した図面） 

⑷ 配置図（敷地内の公共施設の配置を表示した図面） 

⑸ 竣工図及び整備前後の写真 

⑹ 開発行為又は建築に関する証明書 

⑺ 工事請負契約書の写し 

⑻  領収証書の写し 

⑼ その他参考となる事項を記載した図書 
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（交付の決定及び交付額の確定） 

第１０条 市長は，申請兼実績報告書の提出を受けたときは，速やかにその内容を精査し，

必要に応じて現地調査を行い，適当と認めたときは，補助金の交付の決定及び交付額の

確定をしなければならない。 

２ 市長は，補助金の交付額を確定したときは，交付決定兼交付額の確定通知書（以下「確

定通知書」という。）により，申請者に対し補助金の交付の決定及び交付額の確定につい

て通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１１条 確定通知書の送付を受けた申請者は，速やかに市長に補助金交付請求書を提出

しなければならない。 

２ 市長は，前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の交

付決定及び交付額の確定を取り消すものとする。 

⑴ 規則その他関係法令に反したとき 

⑵ 申請兼実績報告書及びその添付書類の内容に虚偽があったとき 

２ 市長は，前項の規定による取消を行った場合は，交付決定取消通知書により，申請者

に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は，補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合は，当該取消しに係

る補助金の返還を命じるものとする。 

 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

制定文（令和４年３月２８日告示第１０４－３号） 

令和４年４月１日から適用する。 
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別表１（第４条関係） 

区分 対象地区 補助率 

ア 拠点型 １ 篠井地域拠点 ５０％ 

２ 富屋地域拠点 ３０％ 

イ 活力維持型 ３ 城山西小学校周辺 

５０％ ４ 上河内東小学校周辺 

５ 田原西小学校周辺 

６ 清原北小学校周辺 

４０％ ７ 瑞穂野南小学校周辺 

８ 国本西小学校周辺 

９ 平石北小学校周辺 

２０％ 10 清原南小学校周辺 

11 豊郷北小学校周辺 

 

 

別表２（第６条関係） 

対象施設 標準単価 備考 

ア 道路 １平方メートル当たり１７，０００円 幅員６ｍ 

イ 公園 １平方メートル当たり２６，０００円  

ウ 調整池 １立方メートル当たり２４，０００円  

 

 

 


